
 

船舶事故調査報告書 

令和元年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年６月５日 ０５時０３分ごろ 

発生場所 広島県三原
み は ら

市佐
さ

木
ぎ

島北東方沖 

 佐木島灯台から真方位０３６°１,１６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.１′ 東経１３３°０７.５′） 

事故の概要 貨物船弘
こう

勝
しょう

丸は、北北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年６月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 弘勝丸、７４９トン 

 １４０８４１、不動海運有限会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 航海士Ａ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、右舷中央部ビルジキールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日出時刻：０４時５６分ごろ 

事故の経過 本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、北北東進中、航海

士Ａが、電子海図表示装置に濃い青色で表示されていた浅所域を避け

れば安全に航行できると思い、細ノ洲付近の浅所の拡延状況を確認し

ないまま航行を続けたところ、同浅所に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約４.１８ｍ、船尾約５.０３ｍであった。 

分析 本船は、北北東進中、航海士Ａが、電子海図表示装置に濃い青色で

表示されていた浅所域を避ければ安全に航行できると思い、細ノ洲付

近の浅所の拡延状況を確認しないまま航行を続けたことから、同浅所

に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、北北東進中、航海士Ａが、電子海図表示装置に

濃い青色で表示されていた浅所域を避ければ安全に航行できると思

い、細ノ洲付近の浅所の拡延状況を確認しないまま航行を続けたた

め、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え 

られる。 

・船橋当直者は、事前に航行予定海域における浅所の拡延状況を確

認すること。 

 


